
１．業  務 名 功山寺公衆便所新築工事地質調査委託業務

２．業務場所 下関市長府川端一丁目2612-3

３．業務期間 契約締結後　60日間

４．業務概要 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ･岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ標準貫入試験を行うもの。

総則

１． 　受注者は、業務の施行に当たっては、設計図書（仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。）及び関係法令規

則により行うこと。

　なお、図面とは、設計図、設計書及び設計計算書等をいい、仕様書とは、標準仕様書、共通仕様書及び特記仕様

書をいう。

　また、標準仕様書、共通仕様書については以下に示すものを適用する。

　・ 特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築設計業務委託共通仕様書

　・ 敷地調査共通仕様書

　・ 山口県業務委託共通仕様書

２． 優先順位は、監督職員の指示、特記仕様書、共通仕様書の順とする。

３． 受注者は、次の事項に留意の上、業務を行うこと。

(1) 関係法規、規則等諸法令を遵守すること。

(2) 業務に伴い、知り得た秘密について他に漏らさないこと。

(3) 定められた期間内に業務を完了するよう作業の円滑化に努めること。

(4) 業務の実施に当たり、契約図書及び発注者の指示に従い、業務の意図、目的を十分に理解した上で、最高の

技術を発揮するよう努めること。

4． この仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合の解釈及び当該業務の細目については、発注者と協議を行

い、その指示を受けなければならない。

5． 管理技術者及び照査技術者

(1) 受注者は、管理技術者及び照査技術者を定め、発注者に届出るものとする。

(2) 管理技術者は、契約者、仕様書等に基づき当該業務に関する一切の事項を処理するものとする。

(3) 管理技術者及び照査技術者は、業務における技術的な管理を行う上で必要な能力と経験を有する技術者でな

ければならない。

6． 履行

(1) 提出書類

1) 受注者は、契約後、所定の様式により関係書類を遅滞なく提出すること。

2) 協議等は、原則として書面により行うものとする。

(2) 着手

1) 受注者は、契約後、速やかに業務実施計画を策定し、発注者の承諾を得なければならない。

2) 受注者は、業務着手に当たっては、その旨発注者に報告しなければならない。

受注者は、業務の円滑化を図り、予定及び進行状況を把握するため実施計画書を作成するものとする。

実施計画には下記事項を記入する。

① 業務概要（業務名、業務期間、目的、業務内容等を記入）

② 実施方針（作業手順を記入）

③ 工程表

④ 担当技術者（管理技術者も含めた業務に携わる技術者名簿を作成）

⑤ 打合せ計画（打合せ時期は工程表に明示し、内容、その他について記入）

⑥ その他（成果品等について記入）

なお、承諾を得た後、着手することになるが着手後、状況の変化、進行状態等により、変更の必要が生じた

時は、速やかに変更計画書を作成し、承諾を得なければならない。
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(3) 打合せ

1) 打合せは、業務着手時及び主要な区切りにおいて行うものとし、受注者はその都度記録簿を作成し、相互に

確認するものとする。

2) 打合せ記録には、日時、場所、打合せ内容、確認事項、出席者等を記録し、内容を確認すること。

(4) 完了及び部分完了

1) 受注者は、業務を完了した時は、速やかに発注者に報告し、完了検査を受けるものとする。

2) 検査に際しては、成果品その他関係資料を整えておくものとし、管理技術者を出席させるものとする。

3) 部分完了について検査を受ける場合も1)及び2)を準用する。

4) 管理技術者は、成果品、提出書類等を整理し、検査の際、説明できるようにしておくこと。

(5) 手直し

1) 受注者は、業務が完了したとき、受注者の責めに帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合

は、速やかに、訂正、補足、その他必要な措置をとらなければならない。

2) 完了検査において指摘された事項については、指示された期間内に手直しを行わなければならない。

また、検査後であっても受注者の責めに帰する内容の不備、瑕疵が発見された時は、直ちに手直しを行わな

ければならない。

7． その他

(1) 資料等の貸与及び返還

1) 受注者は、貸与された図面及び関係資料等を業務の完了後、速やかに返還しなければならない。

2) 受注者は、貸与資料について保管に注意し、業務完了後は損傷のないことを確認して返還しなければなら

ない。

(2) 土地の立入り等

1) 管理技術者は、業務を実施するため、公有地又は私有地に立ち入る必要の生じた場合は、関係者と十分な

協調を保ち、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への

立入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し、協議しなければならない。

2) 管理技術者は、業務を実施するため、公有地又は私有地に立ち入る場合は、関係法令に規定する身分証

明書等を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。

3) 管理技術者は、業務実施のため、伐採、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらか

じめ監督職員に報告すると共に、所有者の同意を得なければならない。

4) 前項の場合において生じた損失のための経費負担は、発注者と受注者双方の協議により定めるものとする。

(3) 関係官公庁等の手続き等

1) 管理技術者は、業務実施のために必要な関係官公庁等に対する諸手続を迅速に処理しなければならない。

2) 業務実施のために必要な諸手続には、建築基準法（昭和25年法律第201号）、文化財保護法（昭和25年法

律第214号）等の許可申請が考えられる。これらの諸手続は受注者が業務実施のために必要な諸手続の種

類、内容、方法、時期等をあらかじめ整理しておき、諸手続の必要が生じた場合には、資料の作成等を行わ

なければならない。

3) 管理技術者が関係官公庁等に対して交渉を要する時、又は交渉を受けた時は、遅滞なくその旨を監督職員

に申し出て協議するものとする。

4) 業務実施のために法令等の解釈、設計内容の調整、諸手続の事前調整、既設埋設物の調査など関係官公

庁等に対して交渉する時がある場合、管理技術者は、交渉の目的、内容、方法、時期等について、監督職

員と協議し、交渉を行うものとする。交渉に当たり、特に判断、決定を伴う場合は、監督職員が同席するもの

とする。

(4) 納品等

1) 報告書は、各業務を統一して一冊にまとめること。

2) CADデータ及び数量計算等は、電子納品をすること。

(5) その他

1) 不明な点については、必ず監督職員と協議を行い、指示に従うこと。
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指示事項

１． 業務委託の受注者は、請負代金額１００万円以上の測量及び調査設計業務について、測量調査設計業務実績情

報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）入力システム（ＪＡＣＩＣ）に基づき、「業務カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、

ＪＡＣＩＣにフロッピーディスク又は、公衆回線を通じたオンラインにより提出するとともに、ＪＡＣＩＣ発行の

「業務カルテ受領書」の写しを監督職員に提出すること。

なお、提出の期限は、以下のとおりとする。

(1) 受領時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内とする。

(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後１０日以内とする。

(3) 施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に変更データを提出

すること。
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